
共同新設分割公告 
平成 21 年 2 月 16 日 

債権者各位 
 

東京都港区西新橋一丁目 15 番 1 号 
日商ＬＰガス株式会社 
代表取締役社長 新家谷 隆夫 

 
当社（甲）と株式会社ジャパンエナジー（乙）（住所：東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1

号）は共同新設分割により設立する株式会社ジャパンガスエナジー（住所：東京都港区愛

宕一丁目 3 番 4 号）に対して，甲はＬＰガス元売事業及びＬＰガス卸売事業（但し，甲が

40％以上を出資している関係会社向け，甲の親会社たる大阪ガス株式会社向け及び大阪ガ

ス株式会社子会社向けの卸売事業を除く）に関する権利義務を，乙はＬＰガス元売事業及

びＬＰガス卸売事業（但し，乙が 40％以上を出資している関係会社向けの卸売事業を除く）

に関する権利義務を承継させることといたしました。 
 効力発生日は平成21年4月1日であり，この共同新設分割に係る共同新設分割計画書は，

甲は平成 21 年 2 月 15 日の臨時株主総会において承認決議され， 乙は会社法第 805 条の規

定により株主総会の承認決議を経ずに決定しております。 
 この会社分割に異議のある債権者は，本公告掲載の翌日から 1 ヶ月以内にお申し出くだ

さい。 
 なお，最終貸借対照表の開示状況は以下のとおりです。 
 （甲）掲載紙    官報 
    掲載の日付  平成 20 年 6 月 26 日 
    掲載頁    207 頁（号外第 136 号） 
 （乙）http://www.j-energy.co.jp 
 
 
公告の中断についての追加公告 
 
平成 21 年 2 月 23 日 9 時 11 分から平成 21 年 2 月 23 日 10 時 30 分までの間，通信環境の

不具合により公告を中断しました。 
 

以 上 


